
◆ 法人番号を行政で活用するための各省庁の取り決めにより、法人情報が

Webページ等で公開される際には、必ず法人番号を併記することが決定さ

れました（平成27年3月）。 

◆ 求人者の皆さまにご提出いただいた求人情報は、事業所名等の法人情報

を含み、ハローワークインターネットサービスを通じて公開しているため、

求人公開の際には法人番号の表示が必要となります。 

◆ 求人票に法人番号を表示する作業は平成29年12月中に行う予定で進め

ており、それ以降は全ての事業所（国税庁指定の法人番号のない事業所等

を除く）の求人票に法人番号が表示されます。求人者の皆さまには、ご理

解いただきますようお願いします。 

＊ 法人番号の表示にあたり、特に手続きは必要ありません。また、法人番号

をお持ちの事業所で、平成3０年１月以降に求人票に法人番号が表示され

ない場合は、事業所所在地を所管するハローワークにお申し出ください。 
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事業主の皆さまへ 

※ 国税庁指定の法人番号のない事業所等は、  

  法人番号欄は空欄となります。 

行政の効率化と国民の利便性を高めるため、

国税庁が法人に対して指定した１法人１つ

の番号（13桁）です。マイナンバーと異な

り、原則として国税庁で公表され、様々な

用途で利用できます。 

～ 平成29年12月中に、求人票への表示処理が行われます～ 

 求人票に法人番号が表示されます！ 

（※）求人票の法人番号欄 

法人番号とは… 
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